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第１ 実施計画策定の背景・実施目標 

 

 １ 実施計画策定の背景 

近年、少子高齢化、人口減少、家族構成の変化などに伴い、多様化する社

会課題への対応の重要性が増しています。地域社会では、高齢者、障害者、

子育て世帯、貧困層など、さまざまな支援を必要とする方々が増加しており、

これらの課題解決には従来の福祉サービスのみならず分野を横断した包括

的な支援体制が求められています。その一方で、コミュニティの弱体化や住

民同士の関係性の希薄化が進行しており、孤立や複雑化する課題への対応は

自治体や地域の新たな課題ともなっています。 

こうした状況下で、改正社会福祉法（令和３年４月施行）において、地域

住民の複雑化・複合化した課題に対応する包括的な支援体制を構築するため、

「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つ

の支援を一体的に実施し、住民同士のつながりを軸にした地域全体で課題解

決を目指す「重層的支援体制整備事業（以下「本事業」といいます。）」が創

設されました。 

本市においても、地域住民の多種・多様な支援ニーズを受け止める力を高

めていくため、これまでの取組を活かしながら、本事業を適切かつ効果的に

実施するため、武蔵村山市重層的支援体制整備事業実施計画（以下「本計画」

という。）を策定します。 

 

 ２ 実施目標 

本計画は、「第五次武蔵村山市地域福祉計画」において掲げる基本目標で

ある「地域を支える人づくり」「市と市民が一体となった地域づくり」「包括

的な支援の仕組みづくり」をもとに、地域住民が孤立せず、誰もが地域社会

の一員として安心して生活できる環境を整備するため、以下の事項を目標と

し本事業を進めます。 
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【実施目標（事項別）】 

 

項 番 

実 施 目 標 

※（ ）内は第五次地域福祉計

画における基本目標 

 

内 容 

１ 
支援の包括化・連携強化 

（包括的な支援の仕組みづ

くり） 

分野や制度を横断して複数の課題を抱える人々に 

対応できる支援体制を整備し、福祉、教育、就労 

など生活困難な方々に応じた生活全体を支える幅 

広い（包括的）支援、サービスを提供します。 

２ 
地域住民のつながり促進 

（地域を支える人づくり） 

地域住民同士の関係性を再構築することで孤立化

を防ぎ、互いに支え合う地域社会を作り上げます。 

３ 
個別化された支援の確立   

（包括的な支援の仕組みづ

くり） 

一人ひとりの状況に応じた個別化された支援を目

指し、生活課題を適切に解消する枠組みを構築し

ます。 

４ 
地域資源の活用促進 

（市と市民が一体となった

地域づくり） 

地域にある資源（人材、団体、施設等）を最大限

活用し、地域が持続可能な形で課題解決を図る仕

組みを構築します。 

 

第２ 計画の位置付け・期間・検討体制 

 

 １ 計画の位置付け 

   本計画は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０６条の５に基づ 

  き、策定するものです。 

 

 ２ 計画期間 

   令和８年度（１年間） 

 

 ３ 検討体制 

   本計画は、庁内関係部署により構成する「武蔵村山市重層的支援体制整備 

事業移行準備庁内検討委員会」において、地域生活課題を抱える地域住民に 

対する支援に従事する方（以下「支援関係機関」といいます。）並びに地域 

住民からの意見を踏まえ、検討・審議を行いました。 
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第３ 重層的支援体制整備事業の概要・連携体制の構築 

 １ 概要 

   本事業は、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築を具体

化するための手法であり、社会福祉法第１０６条の４に基づき「属性を問わ

ない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体

的に実施するものです。 

   本事業では、相談者の属性に関わらず包括的に相談を受け止め、複雑化・

複合化した課題については、支援関係機関の連携により支援を行います。あ

わせて、自ら支援につながることが難しい方や必要な支援が届いていない

方には支援機関による訪問支援（以下「アウトリーチ」といいます。）等に

より本人との関係性の構築に向けた伴走的支援を行うほか、支援が必要な

方のニーズを聞き取り、社会とのつながりをつくる参加支援や地域住民同

士の関係性を構築するための地域づくりに向けた支援を行います。これら

の支援が相互に重なり合いながら、生き辛さを抱え、日々の生活が困難な方

に寄り添い、伴走する支援体制を構築することで、地域共生社会の実現を目

指します。本事業の実施にあたっては、地域共生社会の理念及び国の重層的

支援体制整備事業実施要綱の内容を踏まえて実施します。 
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【重層的支援体制整備事業の各事業】 

３つの支援 機 能 既存制度の対象事業 

Ⅰ 

属性を問わ

ない相談支

援 

包括的相談

支援事業 

高齢 地域包括支援センターの運営（介護保険法（平成 9 年法律第

123 号）第 115 条の 46） 

障害 障害者相談支援事業（障害者総合支援法（平成 17 年法律第 123

号）第 77 条第 1 項第 3 号及び同法第 77 条の 2） 

子ども 利用者支援事業（子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65

号）第 59 条第 1 号及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）

第 6 条の 3 第 22 項） 

困窮 生活困窮者自立相談支援事業（生活困窮者自立支援法（平成

25 年法律第 105 号）第 3 条第 2 項） 

アウトリー

チ等を通じ

た継続的支

援事業 新 

訪問等により継続的に繋がり続ける機能（社会福祉法（昭和 26 年法律

第 45 号）第 106 条の 4 第 2 項第 4 号） 

多機関協働

事業 新 

世帯と取り巻く支援関係者全体を調整する機能（社会福祉法（昭和 26

年法律第 45 号）第 106 条の 4 第 2 項第 5 号） 

Ⅱ 

参加支援 

参加支援 

事業 新 

社会とのつながりを回復するため、既存の取組では対応できない狭間の

ニーズについて、社会参加への支援や見守り等居住支援等を提供（社会

福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 106 条の 4 第 2 項第 2 号） 

Ⅲ 

地域づくり

に向けた支

援 

地域づくり

事業 

高齢 一般介護予防事業（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第

115 条の 45 条） 

生活支援体制整備事業（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）

第 115 条の 45 条） 

障害 地域活動支援センター事業（障害者総合支援法（平成 17 年法

律第 123 号）第 77 条第 1項第 9 号） 

子ども 地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て支援法（平成 24 年

法律第 65 号）第 59 条第 9 号） 

困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業（社会福祉法（昭

和 26 年法律第 45 号）第 106 条の 4 第 2 項第 3 号） 新 
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２ 関係制度等との連携体制の構築について 

包括的な支援体制の構築にあたっては、分野を超えた横断的な連携体制 

の整備が必須となるため、本事業の各法定事業以外の事業・制度等、また、 

福祉の分野以外の部局との連携を目指すため、以下の体制を構築します。 

⑴ 相談支援包括化推進員の配置 

武蔵村山市健康福祉部福祉総務課市民なやみごと相談係に属する者及

び地域福祉コーディネーターの職務を担う者を、相談支援包括化推進員と

して配置します。 

⑵ 相談支援包括化推進員の役割 

相談支援包括化推進員は地域生活課題を抱える者に対する包括的な支 

   援、相談支援包括化ネットワークの推進、地域生活課題を抱える者から支 

援関係機関等に相談があった場合における相談支援包括化推進員への連 

絡体制の構築、新たな地域資源創出のための取組を担います。 

 

  ３ 地域福祉エリアを基盤とした小地域プラットフォームを展開するため 

   の体制整備 

 包括的な支援体制を整備するため、本市の地域福祉計画では地域福祉活 

動のエリアとして市内を４つのエリアに分け「地域福祉エリア」として設 

定しています。 

一方で、小地域プラットフォームは地域福祉エリアを含む小地域内で、

住民や福祉関係者、企業など多様な主体が連携し、地域課題に取り組むた

めの仕組みや場を指し、情報共有や協働を促進する役割を持ちます。 

 本事業では、地域福祉エリアを基盤とし、小地域プラットフォームを展

開する土台を形成するため、以下の取組みを行います。 

⑴ 地域づくり事業に関係する支援機関との連携 

多様な主体が連携し地域課題に取り組むため、各福祉分野が実施して 

いる地域づくり事業に関わる支援関係機関と連携し情報を共有すること

で生活全体を支える幅広く横断的な支援を展開する体制整備を図ります。 

⑵ 地域資源の発掘・整理 

地域住民や団体同士の協働活動を促進するため、⑴の取組みを通じて 

   地域資源を発掘し整理していきます。 
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第６ 重層的支援体制整備事業の実施体制 

１ 包括的相談支援事業 

高齢、障害、子ども、生活困窮の分野ごとに行われている相談支援を一 

体として実施し、相談支援の各事業者が、相談者の属性、世代、相談内容 

等に関わらず、地域住民からの相談を幅広く受け止め、本人に寄り添い、 

抱える課題の解きほぐしや整理を行うものです。 

 受け止めた相談のうち、当該相談支援事業者のみでは解決が難しい場 

合には、他の支援関係機関等と連携を図りながら支援を行うとともに、課

題が複雑化・複合化しており、支援関係機関の間での役割分担が必要な事

例の場合には、多機関協働事業につないで支援を行います。 

 

【支援の展開】 

対象分野 高 齢 

事 業 名 

（根拠法令） 

地域包括支援センターの運営 

介護保険法第１１５条の４６ 

 相談支援機

関名称 

北部地域包括支援センター 

南部地域包括支援センター 

西部地域包括支援センター 

緑が丘地域包括支援センター 

 
 

内 

容 

高齢者が住み慣れ

た地域で、その人らし

い生活を送ることが

できるように、保健

（保健師等）・介護（主

任ケアマネジャー

等）・福祉（社会福祉士

等）という３分野の専

門職が連携しながら、

地域の高齢者やその

家族に対し総合的な

支援を提供していま

す。 

基本となる

対象者 

地域の高齢者とその家族 

設置個所数 ４か所 運営形態 委託 所管課 高齢福祉課 
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対象分野 障 害 

事 業 名 

（根拠法令） 

（障害者）相談支援事業 

障害者総合支援法第７７条第１項第３号及び同法第７７条の２ 

 相談支援機

関名称 

障害者地域自立生活支援セン

ター 

 
 

内 
容 

障害児・障害者やそ

の保護者、介護者等か

らの相談に応じ、情報

提供・助言・連絡調整、

その他の支援を総合

的に提供しています。 

基本となる

対象者 

地域の身体障害・知的障害の

ある方やその家族、介護を行

う方など 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 障害福祉課 

 

対象分野 障 害 

事 業 名 

（根拠法令） 

（障害者）相談支援事業 

障害者総合支援法第７７条第１項第３号及び同法第７７条の２ 

 相談支援機

関名称 

障害者就労支援センター 

「とらい」 

 
 

内 

容 

障害のある方の就

労支援を提供してい

ます。 基本となる

対象者 

地域の身体障害・知的障害・精

神障害のある方やその家族 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 障害福祉課 

 

対象分野 障 害 

事 業 名 

（根拠法令） 

（障害者）相談支援事業 

障害者総合支援法第７７条第１項第３号及び同法第７７条の２ 

 相談支援機

関名称 

障害者基幹相談支援センター 

 
 

内 

容 

障害のある方が安

心して地域生活を送

れるよう、相談支援事

業所等との連携を図

り、相談支援体制の充

実と強化に取組みま

す。 

基本となる

対象者 

地域の身体障害・知的障害・精

神障害のある方やその家族、

支援関係機関等 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 障害福祉課 
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対象分野 子ども 

事 業 名 

（根拠法令） 

利用者支援事業【こども家庭センター型】 

子ども・子育て支援法第５９条第１号 

 相談支援機

関名称 

子ども家庭センター 

 
 

内 
容 

子育て世代包括支

援センターと子ども

家庭総合支援拠点の

設置意義や機能を統

合し、全ての妊産婦、

子育て世代、子ども 

へ一体的に相談支援

を提供します。 

基本となる

対象者 

妊産婦、子どもとその家庭 

設置個所数 １か所 運営形態 直営 所管課 子ども子育て

支援課 

 

対象分野 子ども 

事 業 名 

（根拠法令） 

利用者支援事業【特定型】 

子ども・子育て支援法第５９条第１号 

 相談支援機

関名称 

子ども育成課（保育コンシェ

ルジュ事業） 

 
 

内 

容 

保護者が保育サー

ビスを適切に選択し、

かつ、円滑に利用でき 

るよう、保育サービス

に係る情報の集約・提

供、相談対応、利用の

支援・援助を行いま

す。 

基本となる

対象者 

保育施設等入所（希望）者 

設置個所数 １か所 運営形態 直営 所管課 子ども育成課 
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対象分野 子ども 

事 業 名 

（根拠法令） 

利用者支援事業【妊婦等包括相談支援事業型】 

児童福祉法第６条の３第２２項、子ども・子育て支援法第５９条第１号 

 相談支援機

関名称 

子ども家庭センター 

 
 

内 
容 

妊婦等に対して面

談等により必要な支

援につなぐ伴走型相

談支援を実施し、妊娠

期から出産・子育て期

まで一貫して相談等

の援助を行います。 

基本となる

対象者 

主に妊婦及びその配偶者等 

設置個所数 １か所 運営形態 直営 所管課 子ども子育て

支援課 

 

 

 

対象分野 生活困窮/すべての方 

事 業 名 

（根拠法令） 

（生活困窮者）自立相談支援事業 

生活困窮者自立支援法第３条第２項各号、社会福祉法第１０

６条の４第２項第１号 

 相談支援機

関名称 

市民なやみごと相談窓口 

 
 

内 

容 

属性を問わず、生活

上の様々な不安や課

題を相談できる福祉

の総合相談窓口です。

自立相談支援機関と

して具体的な支援プ

ランを作成し、寄り添

いながら就労、居住な

どの自立に向けた支

援を行うほか、複合的

な課題については支

援関係機関と連携し

て、包括的な支援を行

います。 

基本となる

対象者 

すべての方（ご本人の認識に

関わらず、困りごとを抱えた

すべての市民） 

設置個所数 １か所 運営形態 直営

/ 

委託 

所管課 福祉総務課 
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対象分野 生活困窮/すべての方 

事 業 名 

（根拠法令） 

新重層的支援体制整備事業 

社会福祉法第１０６条の４第２項第１号 

 相談支援機

関名称 

武蔵村山市社会福祉協議会 

 
 

内 
容 

経済的な事情等に

よる生活にお困りの

方を対象とし、地域福

祉コーディネーター

が地域住民に身近な

場所等で相談に応じ、

食料提供により当面

の支援を実施する「フ

ードパントリー」を行

います。また、複合的

な課題を抱える方に

ついては支援関係機

関と連携して、包括的

な支援を行います。 

基本となる

対象者 

すべての方（経済的な事情等

により生活にお困りのすべて

の市民） 

 

設置個所数 市内各所 運営形態 委託 所管課 福祉総務課 
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２ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、複雑化・複合化した課題を 

抱えているため必要な支援が届いていない人に支援を届けるための事業 

です。 

ひきこもり状態にある等、本人から支援の申し出を得ることができな 

   い状態であることも踏まえて、本人と直接かつ継続的に関わるための信 

頼関係の構築を重視し、本人とのつながりづくりに向けた支援を行いま 

す。 

また、支援対象者の早期発見のため、支援関係機関とのネットワークや 

地域住民とのつながりを構築するとともに、地域の状況等に係る情報を 

幅広く収集します。 

 

【支援の展開】 

対象分野 すべての方 

事 業 名 

（根拠法令） 

新重層的支援体制整備事業（アウトリーチ等を通じた継続的

支援事業） 

社会福祉法第１０６条の４第２項第４号 

 相談支援機

関名称 

武蔵村山市社会福祉

協議会 

 
 

内 

容 

福祉の総合相談窓口である

「市民なやみごと相談窓口」

と連携し、社会福祉協議会の

地域福祉コーディネーターに

より、支援関係機関等との連

携や地域住民とのつながりを

構築し、複雑化・複合化した課

題を抱えながらも支援が届い

ていない人を把握します。ま

た、潜在的なニーズを抱える

人に関する情報を得ながら、

本人とのつながりを形成する

ために時間をかけた働きかけ

を行い、関係性をつくる「アウ

トリーチ」による支援を行い

ます。 

基本となる

対象者 

ひきこもり状態の方

やセルフネグレクト

状態の方 など 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 福祉総務課 
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３ 多機関協働事業 

多機関協働事業は、支援関係機関等からつながれた複雑化・複合化した 

支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対し   

て支援を行う事業です。 

複雑化・複合化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握 

や、各支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理といった、支援が必 

要な当事者のみならず、事例全体の調整機能の役割を果たすものであり、 

多機関協働事業は支援者を支援する役割を担う事業でもあります。 

本市では、各支援関係機関等で受けた相談のうち、複雑化・複合化した 

支援ニーズを抱えており、多機関協働事業につながれた事例について、重 

層的支援会議や支援会議等を活用し、チームによる支援を行います。 

 

【支援の展開】 

事業名 内 容 実施機関 運営形態 所管課 

相談支援総合

調整会議の開

催    新 

 相談支援に関する業務の

総合調整等を行い、福祉に関

する相談窓口の総合的な運

営を図ります。 

市 直営 福祉総

務課 

相談支援包括

化推進員の配

置    新 

包括的な支援、相談支援包

括化ネットワークの推進を

図るため、市民なやみごと相

談窓口を中核機関と位置付

け、当該窓口職員及び地域福

祉コーディネーターを相談

支援包括化推進員として配

置し、支援関係機関との連携

を図ります。 

・市 

・武蔵村

山市社

会福祉

協議会 

直営 

/委託 

福祉総

務課 

重層的支援会

議の開催 新 

 支援関係機関間の連携や

支援プランの作成、地域資源

の把握・創出の検討を行いま

す。 

市 直営 福祉総

務課 

支援会議の開

催    新 

 潜在的な課題保有者に支

援を届けられるよう、本人の

同意がない場合にも支援内

容の検討を行います。 

市 直営 福祉総

務課 
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【個別支援事例のイメージ（相談⇒支援会議⇒支援⇒重層的支援会議）】 

世帯全体の課題解決を目指す 

【複雑化・複合化した課題を抱える世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

父：高齢・要介護状態 

母：高齢・希死念慮 

長男：ひきこもり 

長女：ひとり親 

子 ：発達の遅れ 

【相談経過】 

子の通う中学校の教諭がスクールソーシャルワーカー

（SSW）に相談。複雑化・複合化した課題を抱える世帯

であるため、SSWから相談支援包括化推進員へつなぐ。 

支援経路 ※一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援後の状況（モニタリング） 

父介護サービスの利用決定 母支援者とのつながりにより希死念慮が落ち着くようになる 長

男人との関わりに慣れ、参加支援事業を利用し社会とのつながりを形成 長女子の療育サービス

の利用開始により負担軽減、就労の安定 子療育サービスの利用開始、生活の安定 

※支援機関（例） 

 地域包括支援センター、子ども家庭支援センター、SSW、高齢福祉課、福祉総務課、健康推進課 

チーム支援による効果 

・個人情報保護の壁により支援に行き詰っていたケースが、「支援会議」を活用して情報共有す 

 ることができ、支援の検討が進む。 

・多機関の協力・連携により介入の糸口を見出すことができる。 

・世帯員それぞれの課題に対応している複数の支援関係機関が、お互いの支援内容を確認できる 

 ようになる。 

・チームで支援することで支援者の抱え込みを防ぎ、支援者の負担が軽減される。 

・各機関の役割分担ができるとともに、支援が明確化される。 

父 

長男  

子 

母 

長女 

高齢・障害・子ども等それぞれ

の分野のみでは解決が難しい 

相談を受けた窓口が多機

関協働事業（相談支援包

括化推進員）に相談 

支援関係機関を集めて「支援会

議」を開催し、情報共有を図る。 

地域福祉コーディネーターが訪問

し、信頼関係の構築をスタート 

【アウトリーチ】 

重層的支援会議を開催し支援プランの検討、

支援関係機関の役割分担、支援方針の検討を

行う。 支援の同意を得る 
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４ 参加支援事業 

参加支援事業は、既存の社会参加に向けた事業では対応できない本人 

のため、本人やその世帯のニーズや抱える課題などを把握し、地域の社会

資源や支援メニューとのコーディネートをし、マッチングを行う事業です。 

また、既存の社会資源に働きかけたり、既存の社会資源の拡充を図り、本 

人やその世帯の支援ニーズや増隊に合った支援メニューを作ることを目的

としています。 

参加支援を通じて、本人や世帯の状態に寄り添い、社会とのつながりを

段階的に回復する支援を目指します。 

 

【支援の展開】 

対象分野 すべての方 

事 業 名 

（根拠法令） 

新重層的支援体制整備事業 

（参加支援事業） 

社会福祉法第１０６条の４第２項第２号 

 相談支援機

関名称 

武蔵村山市社会福祉

協議会 

 
 

内 

容 

参加支援を専門とする地域

福祉コーディネーターを配置

し、市民なやみごと相談窓口

と連携しつつ、就労準備支援、

就労体験、交流体験、ボランテ

ィア活動など、地域の社会資

源や支援メニューとのコーデ

ィネートをし、マッチングを

行うとともに、新たな支援メ

ニューの検討を行います。 

 

基本となる

対象者 

社会とのつながりを

形成し、社会参加に向

けた支援を行う必要

がある方やその家族 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 福祉総務課 
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５ 地域づくり事業 

地域づくり事業は、高齢、障害、子ども、生活困窮の各分野において実

施されている既存の地域づくりに関する事業の取組を活かしつつ、属性を

問わず交流できる居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発

やネットワークの構築、支援ニーズと取組のマッチング等により地域にお

ける多様な主体による取組のコーディネート等を行う事業です。地域の社

会資源を幅広くアセスメントした上で、地域づくりに向けた様々な支援を

行い、住民や市民活動団体等の主体的な活動による多様な地域の居場所と

連携しながら、地域活動の活性化を図ります。 

 

【支援の展開】 

対象分野 高 齢 

事 業 名 

（根拠法令） 

地域介護予防活動支援事業 

介護保険法第１１５条の４５  

 地域づくり

拠点 

●地域包括支援センター 

●市内各所 

 
 

内 

容 

高齢者の社会的孤

立の解消、心身の健康

保持及び要介護状態

の予防並びに地域の

支え合いの体制整備

を推進し、ボランティ

ア人材の育成研修、地

域活動組織の育成・支

援等を行います。 

基本となる

対象者 

地域の高齢者とその支援者 

設置個所数 ― 運営形態 委託 所管課 高齢福祉課 

 

対象分野 高 齢 

事 業 名 

（根拠法令） 

生活支援体制整備事業 

介護保険法第１１５条の４５  

 地域づくり

拠点 

●地域包括支援センター 

●市内各所 

 
 

内 

容 

生活支援コーディ

ネーター（地域支え合

い推進員）が、高齢者

の生活支援・介護予防

サービスの提供体制

の充実を図ります。 

基本となる

対象者 

地域の高齢者とその支援者 

設置個所数 ― 運営形態 委託 所管課 高齢福祉課 
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対象分野 障 害 

事 業 名 

（根拠法令） 

地域活動支援センター機能強化事業 

障害者総合支援法第７７条第１項第９号 

 地域づくり

拠点 

精神障害者地域活動支援セン

ター「お伊勢の森」 

（地域活動支援センターⅠ型） 

 
 

内 
容 

地域で暮らす心の病

を抱える方に対して、

専門職員が相談に応

じるとともに、創作的

活動又は生産活動の

機会を提供し、自立し

た生活や社会参加に

向けた支援を行いま

す。 

基本となる

対象者 

地域の心の病を抱える方 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 障害福祉課 

 

対象分野 障 害 

事 業 名 

（根拠法令） 

地域活動支援センター機能強化事業 

障害者総合支援法第７７条第１項第９号 

 地域づくり

拠点 

身体障害者福祉センター 

（地域活動支援センターⅡ型） 

 
 

内 

容 

雇用・就労が困難な方

に対し、機能訓練、社

会適応訓練、入浴等の

サービスを提供しま

す。 

基本となる

対象者 

身体障害者手帳を持つ市内の

在宅生活をしている方（１８

歳以上６５歳未満） 

設置個所数 １か所 運営形態 委託 所管課 障害福祉課 
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対象分野 子ども 

事 業 名 

（根拠法令） 

地域子育て支援拠点事業 

子ども・子育て支援法第５９条第９号 

 地域づくり

拠点 

子育てひろば 

●村山中藤保育園「櫻」 

●みらい保育園 

●れんげ武蔵保育園 

●三ツ藤クムクムこども園 

●大南つぼみ保育園 

 
 

内 
容 

地域の身近な場所

で、乳幼児のいる子育

て中の親子の交流や

育児相談、園庭開放、

情報提供等を行い、保

護者の育児不安や孤

立感の解消を図り、子

育て家庭に対する育

児支援を行います。 

基本となる

対象者 

就学前までの児童及びその家

族 

設置個所数 ５か所 運営形態 委託 所管課 子ども子育て

支援課 

 

対象分野 生活困窮/すべての方 

事 業 名 

（根拠法令） 

重層的支援体制整備事業（生活困窮者支援等のための地域づ

くり事業） 

社会福祉法第１０６条の４第２項第３号 

 地域づくり

拠点 

●武蔵村山市社会福祉協議会 

●市内各所 

 
 

内 

容 

地域住民の身近な 

場で、地域課題を多様

な主体で検討できる

場（小地域プラットフ 

ォーム）づくりの支援 

及び創出をし、身近な 

地域で起きている困 

りごと・求められてい 

ることなどをキャッ 

チし、豊かな地域づく 

りに向けて活動して 

いく「地域福祉サポー 

ター」の担い手を増や 

します。また、地域資 

源の開発・活用に向け 

た検討等を行います。 

基本となる

対象者 

すべての方 

設置個所数 ― 運営形態 委託 所管課 福祉総務課 
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第７ 会議体の設置・運営 

   本事業を円滑に推進するために、次の会議体を設置します。 

 相談支援総合調整会議  新 重層的支援会議 

        

新 

支 援 会 議 

        

新 

調 整 会 議 担 当 者 会 議 

 

 

開催の

目的 

庁内における相

談支援業務の総

合調整等を行い、

福祉に関する相

談窓口の総合的

な運営を図る。 

庁内における相

談支援業務に係

る情報の共有及

び連絡調整を図

る。 

多機関協働事業に

おいて実施し、支

援関係機関間の連

携やプランの適切

さ、支援の終結、資

源の把握や創出等

について検討す

る。 

会議の構成員に守

秘義務を設け、潜

在的な課題保有者

に支援を届けられ

るよう、本人の同

意がない場合にも

情報共有に基づく

支援方法について

検討する。 

根  拠 

法令等 

武蔵村山市相談支援総合調整会議設

置要綱 

社会福祉法第１０

６条の４第２項第

５号 

社会福祉法第１０

６条の６ 

 

 

 

対象者 

 

 

 

       ― 

複雑化・複合化し

た課題を抱える地

域住民・世帯（単独

の支援関係機関で

は対応が難しいケ

ース） 

・支援関係機関等

がそれぞれ把握し

ている複雑化・複

合化した課題を抱

える者やその世帯 

・自ら支援を求め

ることが困難な人

等 

【本人同意：必要】 【本人同意：不要】 

開催頻度 
随時開催 定期開催 随時開催 定期開催 

構成員 相談支援業務を

所管する部課長

職 

相談支援業務を

所管する係長職 

・福祉総務課長 

・相談支援包括化推進員（市民なやみご

と相談窓口職員、地域福祉コーディネ

ーター） 

・支援関係機関等（地域生活課題を抱え

る地域住民に対する支援に従事する

者その他の関係者）の職員 

所管課 福 祉 総 務 課 
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第８ 連携体制及び評価・進行管理 

 

 １ 連携体制 

   庁内・支援関係機関等との連携体制については、多機関協働事業において

配置される相談支援包括化推進員が各支援関係機関との連携における調整

役を果たし、重層的支援会議及び支援会議を通じてチーム支援を行い本事

業への理解を促進していきます。 

また、福祉に関する相談窓口の総合的な運営を図る相談支援総合調整会議

を通じて、庁内の連携体制の強化を図っていきます。 

 

 ２ 計画の評価及び進行管理 

   本計画の評価及び進行管理については、学識経験者、福祉関係者及び一般 

市民の方で組織する「武蔵村山市地域福祉計画策定懇談会」並びに「重層的 

支援会議」の中で実施し、各分野の既存事業については、各個別計画の進捗

状況の把握・評価の中で行います。 

 また、本事業の評価にあたっては、次に定める指標に基づき、数値による

定量的な評価のほか、事業の実施状況について定性的な評価を行います。 

 なお、次期本計画については、「第６次武蔵村山市地域福祉計画」の計画

期間と連動させ、令和９（２０２７）年度から令和１４（２０３２）年度ま

での６年間を予定していることから、本計画の取組を実施していく中でＰＤ

ＣＡサイクルを実行し、令和８年度上半期終了時の中間評価結果を踏まえ、

次期本計画へ中長期的な観点から評価指標を設定し、より一層の取組の強化

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画策定】 

【取組の実行】 

【取組の評価】 

【取組の改善】 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

Ａ 次期本計画へ改善 

内容を反映 

Ｃ 上半期終了後、 

中間評価を実施 

Ｄ 本計画に基づく事業 

の実施 

Ｐ 計画の公表 

【ＰＤＣＡサイクル（イメージ）】 

Plan 

Do 

Ｃｈｅｃｋ 

 

Ａｃｔｉｏｎ 
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【評価指標】 

実施目標 事 業 定 量 評 価 定 性 評 価 

実施目標１ 

「支援の包括

化・連携強化」 

多機関協働事業 相談支援包括化推進員が受け

た延べ相談件数 

・支援の包括化や関係機 

関の連携がどのように 

対象者に役立ったか。 

・関係機関や支援者が支 

援の中で成功と感じた 

事例があるか。 

・支援関係機関において多機 

関協働事業により連携がス 

ムーズになったか 

制度の狭間（ひきこもり、セル

フネグレクトなど）の支援対象

者の数 

支援者向け研修会の開催数 

実施目標２ 

「地域住民のつ

ながり促進」 

地域づくり事業 地域福祉サポーターの登録者

数 

・住民主体による地域活動を

支援したことでどのような

効果が生まれたか 

・地域福祉サポーターとして

の活動が価値のある活動だ

ったか（活動後に次の活動

にも参加したいと感じたか

など） 

・地域住民が自発的に交流活

動を始めるなど、計画外の

波及効果が確認できるか 

住民主体による地域活動を支

援した件数 

実施目標３ 

「個別化された

支援の確立」 

アウトリーチ等を通

じた継続的支援事業 

アウトリーチによる延べ支援

件数 

・支援内容の柔軟性や対応力 

・対象者のニーズ把握から支 

援プラン策定までの期間 

・支援開始後のフォローアッ 

プ体制の質 

・支援機関から包括化相談推 

 進員への相談受付から支援 

会議開催までの期間 

 

多機関協働事業 重層的支援会議の開催数 

 

支援会議の開催数 

 

・多機関協働事業 

・参加支援事業 

・アウトリーチ等 

を通じた継続的支

援事業 

支援プラン策定件数 

 

提供された支援サービスの種

類の件数 

一人に複数の支援を組み合わ

せた事例の割合 

参加支援事業 支援対象者と支援メニューと

のマッチング件数 
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実施目標 事 業 定 量 評 価 定 性 評 価 

実施目標４ 

「地域資源の活

用促進」 

地域づくり事業 各分野の地域づくり事業関係

者との連携会議の開催件数 

・異なる福祉分野間での情報

共有等実施状況 

・地域資源を活用することで 

実現した成果 

・地域資源活用の活動が 

一過性で終わらず、継続 

性があるか 

地域資源の発掘及び整理した

件数 

地域資源の活用に至った件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価指標（つづき）】 
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第９ 資料編 

 

１ 用語解説（関連性別分類（50音順）） 

⑴ 支援の方法（実際の支援アプローチ） 

 用 語 内 容 

アウトリーチ支援 支援が必要な人が自らサービスを利用することが難しい場合に、支

援関係者が積極的に関与し、直接訪問するなどして支援を提供する

方法 

参加支援 地域活動や社会的つながりへの参加を通じて、住民自身が主体的に

関与し行動することを促す支援 

属性を問わない 

相談支援 

年齢、性別、障害の有無、社会的立場などに関係なく、誰もが相談

できる窓口や体制を整備する支援 

地域づくりに向けた

支援 

地域の住民や団体が協力して社会的課題に取り組み、住みやすい環

境を構築するための支援の流れ 

伴走支援 支援を必要とする人々に対して、一時的でなく長期間にわたり寄り

添い、生活の安定を図る支援方法 

⑵ 支援体制（仕組みや役割、計画に関する要素） 

 用 語 内 容 

アセスメント 支援開始前または支援中に、対象者の状況や課題を把握し分析する

プロセス 

支援会議 住民への支援を効果的に進めるための会議であり、関係する機関が

参加し、対象者の状況を共有し、課題解決の方針を協議することを

目的に開催する 

支援プラン アセスメントの結果をもとに、支援対象者の状況やニーズに応じた

具体的な支援内容を定め、支援対象者本人の同意を得て作成する計

画書 

重層的支援会議 複雑化した住民のニーズに対応するため、複数の分野（高齢、障害、

子ども、生活困窮など）の関係者が集まり、包括的な支援方針や支

援プランの内容について協議することを目的に開催する 

相談支援総合調整

会議 

重層的支援体制整備事業の実施に伴い、庁内の連携体制を強化する

ことを目的に設置し調整会議・担当者会議・緊急会議の３つの役割

を担う。 

【調整会議】相談支援業務の総合調整及び体制の構築について協議

【担当者会議】相談支援業務における課題の共有等について協議 

【緊急会議】緊急的な困難事例について必要な調整を図る 
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相談支援包括化推

進員 

福祉や教育等多様な相談支援を包括的に調整し、サービスの漏れを

防ぎながら対象者への適切な支援を目指す職 

 

多機関協働 複数の分野（高齢、障害、子ども、生活困窮など）・専門機関が協力

し合い、複雑な課題を持つ方に対して包括的な支援を提供する仕組

み 

 

地域福祉コーディ

ネーター 

地域における福祉課題を解決するために、住民や団体をつなぎ、資

源を効果的に活用する役割を担う専門職 

 

分野横断的支援 

(分野を超えた支援) 

特定の行政分野（例えば児童福祉や高齢者福祉など）に限定せず、

複数の分野をまたぎ、複数の専門性を連携し対応する支援体制 

包括的な支援体制 複数の分野（高齢、障害、子ども、生活困窮など）を統合し、支援

対象の全体像を網羅した上で住民一人ひとりの複雑なニーズに的

確に対応する支援の仕組み 

⑶ 支援の対象（支援が求められる状況や課題） 

 用 語 内 容 

支援ニーズ 支援を必要とする人が抱える具体的な要求や課題 

社会的孤立 家庭や地域、職場などの人間関係や社会関係から切り離され、孤独

や社会との断絶を感じる状態。 

制度の狭間 個人が必要としている福祉や支援が既存制度上の対象にならず、十

分なサービスや援助を受けられない状況 

セルフネグレクト 自分自身の生活や健康管理を怠り、日常生活において重大な支障が

生じる行動状態 

ひきこもり状態 社会参加をせず、家庭に閉じこもった状態が原則 6か月以上続いて

いる状況 

複雑化・複合化した

課題 

住民が抱える社会問題が、多岐にわたる分野に深く関連し合い、一

つの対応策では解決できない状況 

⑷ 地域における資源と仕組み（活用できる資源や地域の仕組み） 

 用 語 内 容 

社会資源 福祉や医療、教育、労働など、全国的に存在する支援制度や施設、

団体など指し、公共機関や民間サービスも含まれている 

地域資源 地域内に存在する人材、団体、施設、制度、文化、情報など、その

地域特有の価値や資源 

地域福祉エリア 地域ごとの特性や住民ニーズに応じて福祉サービスを提供するた

めに設定されたエリア 
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⑸ 連携や共同を進める場や枠組み 

 用 語 内 容 

居場所 

(福祉的意味) 

社会的孤立解消や生活安定を目的として、住民が安心して過ごせる

場（例えば地域のサロンやコミュニティカフェなど） 

小地域プラットフ

ォーム 

住民や福祉関係者、企業など多様な主体が連携し、地域課題に取り

組むための仕組みや場 
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２ 重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討委員会の開催状況等 

⑴ 令和６年度 

項 目 日時・場所 主 な 内 容 

第１回 日時：令和６年１０月２日（水） 

場所：中部地区会館４０１ 

大集会室 

・重層的支援体制整備事業について（概要） 

・包括的相談支援体制の構築等に係る検討

について 

第２回 日時：令和６年１１月２０日（水） 

場所：中部地区会館４０３集会室 

・市民からの複合的課題相談対応に関する

調査結果について 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業移行

計画（素案）について 

書 面 期間：令和６年１２月１０日(火) 

   から同年１２月２５日(水)  

   まで 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業移行

計画（素案）に関する意見照会について 

※ 委員会から庁内及び支援関係機関等に

対し意見照会を実施 

第３回 日時：令和７年１月２２日（水） 

場所：中部地区会館４０１ 

大集会室 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業移行

計画（原案）の決定について 

⑵ 令和７年度 

項 目 日時・場所 主 な 内 容 

第１回 日時：令和７年１２月２５日（木） 

場所：さくらホール展示室 

・本市における重層的支援体制整備事業の 

本格実施に向けた動向について 

・重層的支援体制整備事業の実施に伴う「相 

談支援総合調整会議」の設置について 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業実施 

計画（素案）について 

書 面 期間：令和８年１月１３日(火) 

   から同年１月２７日(火)  

 まで 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業実施 

計画（素案）に関する意見照会について 

※ 委員会から庁内、支援関係機関等、地域

住民に対し意見照会を実施 

第２回 日時：令和８年２月５日（木） 

場所：さくらホール集会室 

・相談支援総合調整会議設置要綱（原案）の 

決定について 

・武蔵村山市重層的支援体制整備事業実施 

計画（原案）の決定について 
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